
　

こ
の
史
料
は
平
成
16
年
、
他
の
１
万

点
余
り
の
史
料
と
一
緒
に
、
都
城
島
津

家
か
ら
本
市
へ
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
す
。

昨
年
３
月
に
県
指
定
文
化
財
に
指
定
。

本
年
３
月
13
日
に
は
、
文
化
庁
で
開
催

さ
れ
た
文
化
審
議
会
で
、
文
部
科
学
大

臣
に
対
し
、
こ
の
国
書
を
重
要
文
化
財

と
す
る
答
申
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
宮
崎

県
内
で
は
18
件
目
の
国
指
定
重
要
文
化

財
。「
歴
史
資
料
」
分
野
で
は
、
県
内

初
の
指
定
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
国
書
は
、
室
町
時
代
の
後
半
に

当
た
る
、
朝
鮮
王
朝
の
年
号
の
弘こ

う

治じ

13

年
（
１
５
０
０
）
正
月
、
朝
鮮
国
王
か

ら
琉
球
国
王
へ
出
さ
れ
た
も
の
で
、
縦

58
・
１
㌢
、
横
１
１
８
・
４
㌢
、
厚
さ
０
・

６
㌢
の
大
き
さ
で
す
。

　

当
時
の
朝
鮮
半
島
は
、
李り

氏
一
族
が

治
め
、
王
は
燕え

ん

山ざ
ん

君く
ん

で
し
た
。
一
方
の

琉
球
王
国
（
現
在
の
沖
縄
県
）
は
、
尚し

ょ
う

真し
ん

王
が
治
め
て
い
ま
し
た
。

当年治琉真

平
成
27
年
３
月
、
都
城
島
津
家
の
史

料
「
琉
球
国
王
宛
朝
鮮
国
王
国
書
」

が
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
国
書
は
、
当
時
の
朝
鮮

王
朝
と
日
本
の
関
係
を
伺
い
知
る
こ

と
が
で
き
る
貴
重
な
史
料
で
、
歴
史

的
価
値
の
高
い
も
の
で
す
。

都
城
島
津
家
に
伝
わ
る
宝

国
書
が
書
か
れ
た
時
代

平
成
27
年
３
月
、
都
城
島
津
家

料
「
琉
球
国
王
宛
朝
鮮
国
王
国

朝
鮮
国
書
が
国
の
重
要
文
化
財
に

指
定
さ
れ
ま
し
た

◎
問
い
合
わ
せ

　

都
城
島
津
邸　

☎
23
ー
２
１
１
６
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国
書
に
は
、「
丁て

い

巳み

（
１
４
９
７
）、

朝
鮮
半
島
に
琉
球
人
の
乗
っ
た
船
が
遭

難
し
て
、
10
人
が
漂
着
し
た
。
う
ち
６

人
は
病
死
し
た
が
、
４
人
が
生
存
し
て

い
る
。
今
回
こ
の
４
人
を
、
対
馬
人
に

依
頼
し
て
琉
球
へ
送
還
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
帰
国
後
、
４
人
が
、
琉
球
王
国

で
元
通
り
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
れ
ば
、大
変
喜
ば
し
い
こ
と
だ
。

な
お
、
送
還
す
る
船
に
対
し
て
物
資
の

支
援
を
し
て
も
ら
え
る
と
あ
り
が
た
い
。」

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

朝
鮮
王
朝
の
記
録
に
よ
る
と
、
こ
の

琉
球
人
ら
が
流
れ
着
い
た
と
こ
ろ
は
現

在
の
済さ

い

州し
ゅ
う

（
チ
ェ
ジ
ュ
）
島
で
、
王
朝

の
都
で
あ
る
漢か

ん

城じ
ょ
う

（
現
在
の
ソ
ウ
ル
市
）

に
あ
っ
た
倭わ

館か
ん

（
日
本
人
が
滞
在
し
て

い
た
場
所
）
へ
移
さ
れ
た
後
に
、
琉
球

へ
と
返
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
史
料
の
価
値
は
、
大
き
く
二
つ

挙
げ
ら
れ
ま
す
。
一
つ
目
は
、
わ
が
国

に
現
存
す
る
最
古
の
朝
鮮
王
朝
の
国
書

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
に
現

存
す
る
10
通
の
朝
鮮
国
王
の
国
書
の
う

ち
、
都
城
島
津
邸
が
収
蔵
し
て
い
る
こ

の
国
書
が
最
も
古
い
も
の
で
す
。

　

二
つ
目
は
、
西
暦
１
５
０
０
年
頃
の

東
ア
ジ
ア
海
域
の
状
況
を
伺
い
知
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
で
す
。
こ
の
頃
の
東

ア
ジ
ア
地
域
で
は
、
中
国
南
部
や
朝
鮮

半
島
、
日
本
な
ど
の
沿
岸
部
を
倭わ

寇こ
う

と

呼
ば
れ
る
集
団
が
荒
ら
し
て
い
て
、
安

全
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
の
史
料
に
は
、
こ
う
し
た
時
代
に

あ
っ
て
、
当
時
の
朝
鮮
王
朝
が
積
極
的

な
外
交
や
貿
易
を
展
開
し
、
事
故
に
遭

っ
た
相
手
を
助
け
る
丁
寧
な
対
応
を
と

っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

国
書
の
内
容

都城島津邸

米澤 英昭さん

MIYAKONOJO SHIMAZU RESIDENCE

国
書
の
価
値

　東アジア海域における交流
は早くから行われていて、16
世紀になると海を介した交流
はさらに盛んとなり、多くの
人や物の往来がありました。
この国書は、そうした東アジ
アを舞台に、官と民を挙げた
交流活動がなされていたこと
を示す、他に例のない貴重な
史料といえます。
　この史料を長く保存できる
よう、環境づくりを進めてい
くのはもちろん、貴重さを発
信するため、定期的な展示も
企画していきます。今も多く
の研究者から注目されている
ことから、今後、新たな東ア
ジア史像が描かれていくので
はないかと期待が膨らみます。

都城島津家から寄贈された約１万
点の史料を収蔵、展示しています。
年間を通じて収蔵史料展や企画展、
特別展を開催しています。
※開館時間など詳しくは、26ペー
　ジの施設案内を確認ください

都城島津伝承館

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
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市
で
は
、
介
護
保
険
制
度
が
始
ま
っ

て
以
来
、
要
支
援
・
要
介
護
認
定
者
数

の
増
加
と
と
も
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
要

す
る
費
用
も
増
加
。
第
６
期
計
画
で

は
、
第
５
期
よ
り
も
約
46
億
円
多
い
約

５
０
２
億
円
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。
現

在
は
、
要
認
定
者
の
う
ち
半
数
近
く
は

軽
度
の
介
護
度
で
す
が
、
今
後
は
重
度

の
人
が
増
え
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ

ま
す
。

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
人
が
増

え
る
と
、
保
険
料
負
担
額
が
増
え
、
介

護
保
険
の
運
営
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
ま

す
。
ま
た
、
高
齢
化
が
進
む
に
つ
れ
、

認
知
症
の
人
も
増
え
て
い
く
こ
と
が
見

込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
社
会
全
体
で
支

え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。さ
ら
に
、

住
み
慣
れ
た
地
域
で
、
必
要
な
サ
ー
ビ

ス
や
ケ
ア
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
仕

組
み
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

第６期都城市高齢者福祉計画と
介護保険事業計画を策定

地域で支えあう
スマイルシティ
市では、平成27年度から29年度を計画期間とする第６期都
城市高齢者福祉計画および介護保険事業計画を策定しました。
今回はその概要について紹介します。

介
護
保
険
の
現
状

　高齢者が、安心して地域で暮らし、生
きがいを感じながら生活するためには、
社会全体で支えていく仕組みづくりが必
要です。市では、第６期都城市高齢者福
祉計画および介護保険事業計画を次の５
つの目標に基づいて策定し、高齢者を支
えていきます。

計画の概要

　高齢者が住み慣れた地域で生活するため
に、在宅医療と介護の連携、地域ケア会議
の推進、生活支援サービスの充実や向上を
図るための施策を推進。新たな体制づくり
に努めます。また、活力ある地域を目指し、
元気な高齢者が増えるように介護予防に取
り組みます。

①地域包括ケアシステムの構築

　認知症ケアパスや医療、介護の専門職に
よる認知症初期集中支援チームなど、認知
症の人や家族が早期から適切な支援が受け
られる体制を構築。認知症サポーター養成
講座などを通して、認知症に対する知識の
普及を行います。

②認知症施策の推進

　人材の育成や資質の向上を図る取り組み
を推進。また、関連する事業者や関係機関
との連携を図ることで、世代を超えて支え
合う地域づくりに努めます。

③人・地域づくり

　介護サービスや人口推計などから適正な
介護保険料を設定。また現状を把握し、自
治体の課題や改善方法などをモニタリング
し、その効果を検証して改善する「見える
化」システムの活用や、事業者への指導を
通じて介護保険の安定運営に努めます。

④介護保険の安定運営

　高齢者の人格を尊重し、自らの意思で自
分らしい生活を営むため、サービス利用者
の自己選択や自己決定権を尊重する支援や
人権を守る体制づくりに努めます。

⑤個人の尊厳の保持

◎問い合わせ
　介護保険課　☎23‒2114

0
50

第１期

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

第２期 第３期 第４期 第５期 第６期

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600

11,500
（人）

11,000

10,500

10,000

9,500

9,000

8,500

（億円）

約232億円

9,187

9,708
9,880

10,362
10,626

10,918

10,146
10,376

10,618

自然体推計

約305億円
約330億円

約390億円

約456億円

約502億円

（参考）都城市で必要な介護サービス提供等の総費用の推移

◎介護保険給付費の推移と財源内訳

◎要支援・要介護認定者の自然体推計と施策反映後推計の比較

65歳以上の負担 40～64歳の負担 公費負担

施策反映後推計
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65歳以上の介護保険料は、３年ごとに見直します。介護保険料は、今後３年間に本市で必要な介護保険サービスの総費用
から算出された「基準額」をもとに、その世帯の収入や所得に応じて決められます。

民生委員・児童委員は、困ったときの身
近な相談役です。日々の生活の中で、心
配事や悩み事があるときは、各地区の民
生委員・児童委員へ気軽に相談ください。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
役
割

早分かり、あなたの介護保険料

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
相
談
内

容
に
応
じ
て
適
切
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を

案
内
す
る
地
域
の
「
つ
な
ぎ
役
」で
す
。

社
会
奉
仕
の
精
神
を
持
ち
、
市
民
の
立

場
に
立
っ
て
相
談
に
応
じ
る
な
ど
必
要

な
手
助
け
を
行
い
な
が
ら
、
社
会
福
祉

の
増
進
に
努
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
民

生
委
員
は
児
童
福
祉
法
に
よ
っ
て
児
童

委
員
も
兼
ね
て
い
る
た
め
、民
生
委
員
・

児
童
委
員
と
呼
ば
れ
幅
広
い
活
動
を
行

っ
て
い
ま
す
。

主
任
児
童
委
員
の
役
割

情
報
提
供
を
お
願
い
し
ま
す

　

主
任
児
童
委
員
は
、
子
ど
も
や
子
育

て
に
関
す
る
こ
と
を
専
門
に
活
動
し
て

い
ま
す
。
児
童
福
祉
の
関
係
機
関
と
児

童
委
員
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
と
と
も

に
、
児
童
委
員
の
活
動
に
対
し
て
援
助

や
協
力
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
26
年
の
改
選
以
降
、
候
補
者
が

不
在
で
、現
在
11
人
欠
員
し
て
い
ま
す
。

欠
員
が
生
じ
て
い
る
地
域
で
は
、
各
種

の
福
祉
活
動
に
支
障
が
出
る
恐
れ
が
あ

り
ま
す
。
欠
員
と
な
っ
て
い
る
地
域
の

候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
の

情
報
提
供
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎問い合わせ
　福祉課　☎23‒2980

所得段階 第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 第5段階 第6段階 第7段階 第8段階 第9段階 第10段階
賦課割合 0.5 0.75 0.75 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5 1.7 1.8
保 険 料 35,940円 53,910円 53,910円 64,690円 71,880円 86,250円 93,440円 107,820円 122,190円 129,380円

○平成27年度

× ÷ ＝都城市で必要な
介護保険サービスの総費用

65歳以上の人の
負担分22％

都城市に住む
65歳以上の人数

本市の基準額
71，880円（年額）

前年の合計所得金額が
どこに該当しますか？

前年の年金収入額と
合計所得金額の合計が
どこに該当しますか？

本人の前年の
年金収入額と
合計所得金額の
合計がどこに
該当しますか？

290万円
以上
400万円
未満

400万円
以上

120万円
未満

120万円
以上
190万円
未満

190万円
以上
290万円
未満

80万円を
超え
120万円
以下

80万円
以下

80万円を
超え
120万円
以下

120万円
を超える

80万円
以下

本人が住民税を納めていますか？

老齢福祉年金を
受給していますか？

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

はい

いいえ いいえ

生活保護を受けていますか？スタート

世帯内に住民税を
納めている人がいますか？

庄内地区
民生委員児童委員協議会

会長 大河原 弘子さん

　民生委員・児童委員の活動を始めて、
11年目を迎えます。私たちは、地域
の高齢者宅の訪問や子どもたちの見
守り、地域の皆さんの声を行政など
につなぐ「つなぎ役」としての活動
をしています。一人暮らしの高齢者
が増え、相談内容も多様化し訪問す
る機会も増えています。地域の皆さ
んの不安を取り除いて、住みよい環
境づくりをしていくことの必要性を
痛感し、福祉向上のために日々の活
動をしています。

「安心して住める環境づくり」

民生委員・
児童委員に
相談ください

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
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